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令和６（2024）年 11 月 15 日 

茨城県産業戦略部労働政策課 

 

「男女間賃金格差の是正」に関する茨城産業会議への要請結果について 

 

本日、茨城産業会議を構成する経済４団体の会長等に対し、知事から別紙のとおり要請

書を提出いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１ 要請の趣旨 

 厚生労働省が実施する「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム」にお

いて、本県の男女間賃金格差が全国第 46 位と公表されたことを受け、この格差を是正

し、女性活躍の推進を図るため、要請を行ったもの。 

２ 日時 

  令和６年１１月１５日（金）１４：００～１４:３０ 

３ 場所 

  県庁５階 庁議室 

４ 要請先（来訪者） 

 ・ 一般社団法人茨城県経営者協会 会 長 笹島
ささじま

 律夫
り つ お

 氏（産業会議議長） 

・ 茨城県商工会議所連合会    会 長 内藤
ないとう

 学
まなぶ

  氏 

・ 茨城県中小企業団体中央会   会 長 阿部
あ べ

 真也
し ん や

 氏 

・ 茨城県商工会連合会      副会長 荒野
あ ら の

 𠮷生
よ し お

 氏 

ほか、各団体の専務理事等   

５ 要請者 

茨城県知事 大井川 和彦 

 

６ 要請内容（要請書は別紙のとおり） 

 ・ 企業の管理職への女性登用を促進するための経営者の意識醸成 

 ・ 多様で柔軟な働き方や長時間労働是正などの働き方改革推進についての啓発 

 

７ 知事コメント（挨拶） 

・ 本年９月、厚生労働省から 2023 年における各都道府県の男女間賃金格差の状況が公

表され、本県は全国でも下位の 46 位となり、大変憂慮すべき状況。 

 ・ 本県の賃金格差が大きい主な要因としては、他県より管理職に占める女性の割合が

低いことや、平均勤続年数の男女差が大きいことが挙げられることから、これらの課

題を解決するためには、経済団体の皆様のご協力が不可欠。 

 

  



８ 経済団体のコメント 

・ 管理職への登用も各企業において着実に進んでいると認識しているが、まだ開きは

大きく、特に大企業において賃金格差の大きな要因となっていると認識している。 

引き続き会員企業への啓発と働きかけ、環境整備の支援に努力する。（経営者協会） 

 ・ 県内８商工会議所正副会頭の企業における女性管理職の割合を調査したところ、

19.5％だったが、特定の業種が高いものであり、まだまだ女性管理職は少ないことか

ら、経営者の意識醸成が必要だと考える。（商工会議所連合会） 

 ・ 中小企業では働き手が少ないことから、男女対等になっているが、大規模な組織で

は未完なところだと推察。賃金格差の解消により、日本は良くなっていくのではない

かと考えている。（中小企業団体中央会） 

 ・ 本会の会員企業の企業規模は５名以下の小規模・零細事業所が８割強、個人事業者

の割合も多いのが現状であるが、賃金は同一労働・同一賃金を心掛けている企業が多

い。家庭との両立を望む方の受け皿を小規模事業者が担っていると考えている。（商

工会連合会） 

  
【問い合わせ先】茨城県産業戦略部労働政策課 

担当 廣瀬、間島、久松  TEL029-301-3635 



 

 

 

男女間賃金格差の是正に関する要請 

 

 急速な少子化による人口減少社会を迎える中、地域経済が維持・発展していくために

は、男女がともに持てる能力を存分に発揮していくことが重要であり、特に、女性がそ

の地域における企業において活躍することは、企業におけるイノベーションの観点から

も大変重要であります。 

また、生産年齢人口が減少し、企業における人材確保が困難となる中、年齢、性別、

国籍や障害の有無などに関わらず、多様な人材が活躍できる職場環境づくりを進めるこ

とが重要であります。 

 そのような中、本県の男女間賃金格差は、国の調査によると全国で下位に位置してお

り、企業における人材確保はもとより、地域経済の維持・発展のためにも、格差の是正

は早期に解決すべき大きな課題であると認識しております。 

 本県の男女間賃金格差の主な要因として、他県より、管理職に占める女性の割合が低

いことや、平均勤続年数の男女差が大きいことが挙げられることから、これらの課題の

解決に向けた対応が必要であります。 

貴団体におかれましては、その趣旨を御理解いただき、下記の事項について、なお一

層、傘下会員企業に対する御指導など御高配を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 企業の管理職への女性の登用を促進するため、傘下会員企業における経営者の意識

醸成を図ること。 

 

２ 結婚や出産などのライフイベントを経た後も働き続けられる環境の整備のため、多

様で柔軟な働き方や長時間労働是正などの働き方改革の推進について、傘下会員企業

への啓発を行うこと。 

 

２０２４年１１月１５日 

 

一般社団法人茨城県経営者協会 会長 笹島 律夫 殿 

茨 城 県 商 工 会 連 合 会 会長 小川 一成 殿 

茨 城 県 商 工 会 議 所 連 合 会 会長 内藤  学 殿 

茨城県中小企業団体中央会 会長 阿部 真也 殿 
    
 

茨城県知事    大井川 和彦  

 

  

別紙 

各通 



 

要請の様子 

 
 

 

 

左から 

・茨城県商工会連合会 

荒野副会長、 

・茨城県経営者協会 

笹島会長 

・県 大井川知事 

・茨城県商工会議所連合会 

内藤会長 

・茨城県中小企業団体中央会 

阿部会長 

左から反時計回りに 

県 大井川知事、 

県 大竹産業戦略部長、 

茨城県中小企業団体中央会 

阿部会長、 

茨城県経営者協会 

笹島会長、 

茨城県商工会議所連合会 

内藤会長、 

茨城県商工会連合会 

荒野副会長 


